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令和８・９年度 物品等（物件・その他委託） 

知多市 入札参加資格の電子申請の御案内 
 

令和８・９年度に知多市が行う入札や見積徴収への参加、もしくは契約を結ぶために必要となる、

入札参加資格申請の定時受付が令和８年１月５日（月）から始まります。 

入札参加資格申請手続きには、平成２０年度から愛知県内の自治体が共同で運営し、知多市も平

成２６年１月６日から参加しているあいち電子調達共同システム（物品等）を御利用いただきます。 

パソコンとインターネットを使った申請となりますので、早めの御準備をお願いいたします。 

 ※工事・コンサル等の電子調達システム（CALS/EC）とは異なるシステムですので御注意ください。 

 

１ 受付期間 

 (1) 定時受付 

   令和８年１月５日（月）から令和８年２月１６日（月）まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。） 

   平日の午前８時から午後８時まで 

 

 (2) 随時受付 

   令和８年４月１日（水）から令和１０年２月１５日（火）まで 

   （日曜日、土曜日、祝日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日を除く。） 

   平日の午前８時から午後８時まで 

 

２ 申請方法の手引き等 

(1) 令和８・９年度新規申請・継続申請（定時受付）の手引き 

  申請の手順が記載されています。電子申請の操作を行う前に御一読ください。 

あいち電子調達共同システム（物品等）ホームページからダウンロード可能です。 

URL：https://www.buppin.e-aichi.jp/index.html 

「手引書・書類」に掲載されている 

「０．令和８・９年度入札参加資格申請 定時受付について」の各文書を御参照ください。 

 

 

 (2) 令和８年度及び令和９年度 知多市入札参加資格審査申請要領（物件・その他委託） 

知多市における入札参加資格申請者の要件等が記載されています。 

知多市のホームページからダウンロード可能です。 

URL：https://www.city.chita.lg.jp/ 
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３ 別送書類 

 (1) 知多市が共通審査自治体の場合に提出する書類（次ページ表参照） 

  申請によるデータ送信後、次の書類を各１部、提出期限までに提出してください。 

書類は、仮受付日（申請データ送信日）から前３か月以内、又は仮受付日以後に発行されたも

のを送付してください。（写し可） 

   ※知多市が共通審査自治体ではない場合、知多市へ送付していただく書類はありません。 

 

 (2) 提出期限 

  ア 定時受付 

    申請仮受付日（申請データ送信日）から７日以内必着。 

ただし、最終提出期限は、令和８年２月２４日（火）必着。 

  イ 随時受付 

    申請仮受付日（申請データ送信日）から７日以内必着。 

※ 上記ア、イの提出期限が休日（日曜日及び土曜日、祝日及び１２月２９日から翌年１月３日

までの日）に当たる場合はその日以後の最初の平日とします。 

 

 (3) 提出先 

   ※知多市が共通審査自治体ではない場合、知多市へ送付していただく書類はありません。 

〒４７８－８６０１ 愛知県知多市緑町１番地  知多市役所 財政課 

 

 

４ 審査結果の確認 

  審査結果は、審査完了通知メールにより通知します。 

なお、この通知後、電子調達システム（物品等）にアクセスして「申請・審査状況確認」画面に

て審査結果を参照することができます。 

 

 

５ 資格認定後の追加届 

  審査結果確認後、電子調達システム（物品等）にログインし、メニューで「未登録」と表示され

ている追加届を入力してください。追加届の情報は、業者選定の参考情報となります。 

 (1) 届出項目  

  ア 許可・登録等 

イ 契約実績 

  ウ 特約・代理店 

 (2) 届出期限 

   審査結果確認後、速やか（５日以内目安）に入力してください。 
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《法人事業者の場合》 

１ 別送書類送付書 システムから出力されるもの 

２ 
履歴事項 

全部証明書 

法務局発行のもの ※現在事項全部証明書では代用できません。 

【発行】法務局（半田支局で発行可能） 

３ 納税証明書（国税） 
様式「その３の３」（未納税額のない証明） 

【発行】税務署（半田税務署で発行可能） 

４ 
納税証明書 

（愛知県税） 

愛知県税の納税義務がある場合 

「法人県民税」、「法人事業税・特別法人事業税及び地方法人特別税」、 

「自動車税種別割」の納税証明書（未納の税額がないこと用） 

【発行】愛知県県税事務所（知多県税事務所(半田市)で発行可能） 

愛知県税の納税義務がない場合 

「愛知県税の納税義務がないことの申出書」を提出 

 

 

《個人事業主の場合》 

１ 別送書類送付書 システムから出力されるもの 

２ 
身元（身分） 

証明書 

本籍地の市区町村役場が発行したもの（写し可） 

日本国籍を有しない場合は、在留カード、特別永住者証明書の写し 

※在留カード又は特別永住者証明書の裏面に住居地変更の旨の記載 

がある場合は裏面の写しも提出してください。 

３ 

登記されて 

いないことの 

証明書 

法務局登記官が後見登記ファイルに 

成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がないことを証明したもの 

【発行】全国の法務局・地方法務局（本局）の戸籍課窓口。 

名古屋法務局で可能。半田支局では発行できません。 

郵送で請求する場合は東京法務局へ。 

４ 納税証明書（国税） 
様式「その３の２」（未納税額のない証明） 

【発行】税務署（半田税務署で発行可能） 

５ 
納税証明書 

（愛知県税） 

愛知県税の納税義務がある場合 

「個人事業税」、「自動車税種別割」の納税証明書（未納税額のないこと用） 

【発行】愛知県県税事務所（知多県税事務所(半田市)で発行可能） 

愛知県税の納税義務がない場合 

「愛知県税の納税義務がないことの申出書」を提出 
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６ よくある問い合わせ 

(1) 入札参加資格の申請にＩＣカードは必要ですか？ 

必要ありません。 

ＩＣカードは電子入札を行う際に必要となりますが、入札参加資格の申請では利用しません。 

 

 (2) パソコンやインターネットなど、申請までに必要な環境を確認したいのですが。 

あいち電子調達共同システム（物品等）ホームページの「手引書・書類」に掲載されている 

  「４．参考資料 - 4-1参考資料 – 必要な環境」に最新の情報が記載されています。 

 

７ お問い合わせ窓口 

(1) 「あいち電子調達共同システム（物品等）」の設定、操作などについて 

あいち電子調達共同システム（物品等）ヘルプデスク 

電  話：０１２０－５１１－２７０ 

受付時間：平日９時から午後５時まで 

 

(2) 個人事業主の別送書類のうち「登記されていないことの証明書」について 

名古屋法務局 

〒４６０－８５１３ 

名古屋市中区三の丸２－２－１（名古屋合同庁舎第１号館） 

電  話：０５２－９５２－８０７２（名古屋法務局 戸籍担当直通） 

受付時間：午前９時から午後５時まで 

 

(3) ＩＣカード、ＩＣカードリーダーの購入について 

知多市では、平成２６年４月以降、物品等（物件、その他委託）の調達の一部で、パソコンと

インターネットを使用した電子入札を実施しています。 

「入札参加資格申請の電子申請」では、ＩＣカードは必要ありませんが、電子入札に参加する

ためには、パソコンの他に、電子入札コアシステム対応認証局が発行するＩＣカードと、対応し

たＩＣカードリーダーが必要となります。（工事等の電子入札で使用しているＩＣカードがある

場合には、それを使用することもできます。） 

 

ＩＣカード、ＩＣカードリーダーの購入につきましては、電子入札コアシステム対応の各民

間認証局までお問い合わせください。 

電子入札コアシステム開発コンソーシアムのホームページ 

URL：https://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/ 

「応札者向け情報」‐「電子入札コアシステム対応の民間認証局お問い合わせ一覧」 

 

(4) その他 

知多市役所 総務部財政課 契約・物品管理チーム 

電 話：０５６２－３６－２６３２（直通） 

０５６２－３３－３１５１（代表） 

メール：zaisei@city.chita.lg.jp 

https://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/

